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社
会
保
障
に
値
し
な
い
制
度

逆
進
的
構
造

―
―
社
会
保
障
制
度
が
機
能

し
て
い
な
い
原
因
は
。

　

高
度
成
長
期
に
つ
く
ら
れ

た
社
会
保
険
中
心
の
社
会
保

障
制
度
は
、
正
規
雇
用
を
前

提
と
す
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
雇

用
破
壊
・
賃
金
低
下
・
格
差

拡
大
に
は
と
て
も
対
応
で
き

な
い
。
ど
う
立
て
直
す
か
が

問
わ
れ
て
い
る
が
、
非
正
規

雇
用
の
増
大
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
政
府
の
政
策
は
逆
方

向
に
進
ん
で
い
る
。

　

そ
も
そ
も
社
会
保
険
料
の

負
担
構
造
は
逆
進
的
で
、
所

得
が
低
く
な
る
ほ
ど
過
重
な

負
担
に
な
る
。
国
民
年
金
の

保
険
料
は
全
員
が
定
額
だ
。

国
保
料
は
加
入
者
に
定
額
を

課
す
「
均
等
割
」
な
ど
を
加

え
て
算
出
す
る
。
協
会
け
ん

ぽ
や
健
保
組
合
は
定
率
だ

が
、
負
担
上
限
が
決
ま
っ
て

い
る
。
配
当
や
利
子
と
い
っ

た
資
本
所
得
は
保
険
料
に
影

響
し
な
い
。

　

過
重
な
社
会
保
険
料
負
担

に
見
合
っ
た
給
付
が
あ
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

い
。
低
す
ぎ
る
年
金
支
給

額
、
先
進
国
と
比
べ
て
重
い

医
療
費
３
割
負
担
、
乏
し
い

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、

ど
れ
も
十
分
と
は
言
え
な

い
。
現
役
世
代
に
限
っ
て
見

れ
ば
、
社
会
保
険
料
負
担
が

社
会
保
障
給
付
を
大
き
く
上

回
り
、
可
処
分
所
得
を
大
き

く
減
ら
し
て
い
る
（
図

１
）。
社
会
保
障
の
名
に
値

し
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
る

の
が
実
態
だ
。
社
会
保
障
制

度
を
機
能
さ
せ
る
に
は
社
会

保
険
で
は
な
く
、
税
を
中
心

と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る

必
要
が
あ
る
。

貧
困
化
助
長

―
―
所
得
の
再
分
配
政
策
が

不
十
分
と
い
う
こ
と
か
。

　

日
本
の
税
制
や
社
会
保
障

制
度
は
再
分
配
ど
こ
ろ
か
、

貧
困
化
を
む
し
ろ
助
長
し
て

い
る
。
所
得
が
全
人
口
の
中

央
値
の
人
の
半
分
に
満
た
な

い
人
の
割
合
を
示
す
「
相
対

的
貧
困
率
」
は
１
９
８
５
年

の
12
・
０
％
か
ら
右
肩
上
が

り
で
増
加
し
、
２
０
１
２
年

に
は
16
・
１
％
に
。
６
人
に

一
人
が
貧
困
状
態
に
陥
っ
て

い
る
。

　

所
得
再
分
配
効
果
の
国
際

比
較
（『
経
済
財
政
白
書
』

09
年
度
）
で
は
、
税
に
よ
る

再
分
配
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
22
カ
国

中
最
下
位
。
社
会
保
障
に
よ

る
再
分
配
は
同
19
位
だ
。
税

・
社
会
保
障
に
よ
る
再
分
配

の
後
で
子
ど
も
の
貧
困
率
が

高
ま
る
の
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸

国
の
な
か
で
日
本
だ
け
と
い

う
異
常
な
事
態
と
な
っ
て
い

る
。

　

年
金
や
医
療
な
ど
の
脆
弱

な
保
障
に
加
え
、
教
育
へ
の

公
的
支
援
や
失
業
手
当
の
貧

弱
さ
も
あ
る
。「
最
後
の
セ

ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
言

わ
れ
る
生
活
保
護
制
度
で
さ

え
、
ま
と
も
に
受
給
で
き
て

い
な
い
。
生
活
保
護
基
準
以

下
の
世
帯
で
実
際
に
制
度
を

利
用
し
て
い
る
の
は
２
割
弱

し
か
い
な
い
。
国
際
的
に

は
、
受
給
資
格
が
あ
る
人
の

う
ち
、
利
用
し
て
い
る
人
の

割
合
は
ド
イ
ツ
65
％
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
82
％
、
フ
ラ
ン
ス

92
％
に
上
る
。「
漏
給
」
問

題
は
極
め
て
深
刻
だ
。

　

再
分
配
シ
ス
テ
ム
の
抜
本

的
改
革
な
く
し
て
社
会
保
障

も
経
済
も
成
り
立
た
な
い
。
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つ
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く
）

図１　年齢階級別の所得再分配状況

（出典）厚生労働省『所得再分配調査報告書』2011年より作成
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